


























 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  2024 年   4月   22日 

 

豊橋市長 殿 

 

提出者                   

住 所   豊橋市下地町字新道16番地   

氏 名   豊橋小野田レミコン株式会社  

工場長  山本 修      

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号   0532-53-2105        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  豊橋小野田レミコン株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  豊橋市下地町字新道16番地 

計 画 期 間  2024年4月1日 ～ 2025年3月31日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 
① 事 業 の 種 類 21：生コンクリート製造業 

② 事 業 の 規 模 製造品出荷額：4億2060万  

③ 従 業 員 数 18人 

④ 業廃棄物の一連

の処理の工程 
別紙添付 

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

 

 

 

 

 

別紙添付 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     2023年度）実績】       

産業廃棄物の種類 ｺﾝｸﾘｰﾄくず 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 3020t 4.3t 

（これまでに実施した取組） 

・現場と相談して生コンクリートを余らせないように注文してもらう 

 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ｺﾝｸﾘｰﾄくず 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

排 出 量 2800t 4.0t 

（今後実施する予定の取組） 

・現場と相談して生コンクリートを余らせないように注文してもらう 

・使用できるものは、リサイクルする。 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

① 現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

なし 

 

② 計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

なし 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     2023度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     2023度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量した 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

② 計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

自ら中間処理により減量する 

産業廃棄物の量 
0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     2023度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（     2023度）実績】  

産業廃棄物の種類 ｺﾝｸﾘｰﾄくず 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 3020t 4.3t 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
0ｔ 4.3t 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
3020t 4.3t 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

（これまでに実施した取組） 

・出荷量に応じて産業廃棄物の量が毎年変化する 

・現場と相談して生コンクリートを余らせないように注文してもらう 

・使用できるものは、リサイクルする。 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ｺﾝｸﾘｰﾄくず 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 

全 処 理 委 託 量 2800t 4.0t 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 4.0t 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
2800t 4.0t 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
0ｔ 0ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

0ｔ 0ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

・現場と相談して生コンクリートを余らせないように出荷してもらう 

・使用できるものは、リサイクルする。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第二号の八(第八条の四の五関係) 

(第１面) 

産業廃棄物処理計画書 

  ２０２４年４月２６日 

 

豊橋市長 殿 

 

提出者  小野 洋司           

住 所 豊橋市浜道町字窪田２番地１    

氏 名 ユタカコンクリート工業株式会社  

代表取締役 藤山 鎔一    

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

電話番号 0532-46-6611          

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他 

その処理に関する計画を作成したので、提出します。 

事 業 場 の 名 称  ユタカコンクリート工業 株式会社 

事 業 場 の 所 在 地  豊橋市浜道町字窪田２番地１ 

計 画 期 間  ２０２４年４月１日 ～ ２０２５年３月３１日 

当該事業場において現に行っている事業に関する事項 

 

① 事 業 の 種 類 ２１：窯業、土石製品製造業 

② 事 業 の 規 模 ４５８００万円 

③ 従 業 員 数 １４人 

④ 産業廃棄物の一

連の処理の工程 

生コンクリート製造工場 

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

 →プラント、生コン車の洗浄水及び残りコンクリート処理水 

（汚泥）を脱水プレスした後のスラッジケーキの硬化体、 

残りコンクリートの硬化体 

  

(日本工業規格 Ａ列４番) 



 

 

(第２面) 

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項 

 

（管理体制図） 

公害防止統括責任者（専務取締役） 

    ｜ 

産業廃棄物中間処理施設技術管理者（工場長） 

    ｜ 

産業廃棄物管理担当者（試験係） 

 

 

 

 

 

 

 

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（ ２０２３年度 ）実績】       

産業廃棄物の種類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

排 出 量      ３４５５ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

残りコンクリートの発生量の抑制 

 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 

排 出 量    ２０００ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

当社における産業廃棄物の大半が過剰注文による余剰コンクリート

の有料化を実施し、受注時の数量確認を厳密に行ってもらい余剰コ

ンクリート発生量減少を図る。 

 

 

 

産業廃棄物の分別に関する事項 

 

① 現状 

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

特になし 

 

③ 計画 

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組） 

特になし 

 



 

 

（第３面） 

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行った 

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら再生利用を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     年度）実績】  

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行った

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量した  

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

 

② 計画 

【目標】   

産業廃棄物の種類   

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

自ら中間処理により減量する  

産業廃棄物の量 
ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

 



 

 

（第４面） 

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項 

 

① 現状 

【前年度（     年度）実績】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行った 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

 

 

 

② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類   

自ら埋立処分又は 

海洋投入処分を行う 

産業廃棄物の量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

 

 

 

産業廃棄物の処理の委託に関する事項 

 ① 現状 

【前年度（ ２０２３ 年度）実績】  

産業廃棄物の種類 

ガラスくず・コンクリ

ートくず及び陶磁器

くず 

 

全 処 理 委 託 量 ３４５５ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への 

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
３４５５ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（これまでに実施した取組） 

全量、再生処理業者へ委託処理している 

 

 

 

 

 



 

 

（第５面） 

 ② 計画 

【目標】 

産業廃棄物の種類 

ガラスくず・コンクリ

ートくず及び陶磁器

くず 

 

全 処 理 委 託 量 ２０００ｔ ｔ 

 

優良認定処理業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

再生利用業者への 

処 理 委 託 量 
２０００ｔ ｔ 

認定熱回収業者への

処 理 委 託 量 
ｔ ｔ 

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処 理 委 託 量 

ｔ ｔ 

（今後実施する予定の取組） 

優良認定処理業者の選定を検討する。現地視察を行い、適正に処理

されているか確認を行う。 

 

  

 

 

 

 

※事務処理欄   



 

 

（第６面） 

備考 

１  前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。 

２ 当該年度の６月30日までに提出すること。 

３ 「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入する

こと。 

 (1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 

 (2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合における元請

完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ

事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。 

 (3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）を記入すること。 

４ 「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自

ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、

自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入

すること。 

 ５ 「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委

託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託

量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の３の３第１項の認

定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収

を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入する

こと。 

 ６ それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業

廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、

当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、それぞれの欄に記入すべき

事項がないときは、「―」を記入すること。 

７ ※欄は記入しないこと。 

 

 

 

 

 



　　　　　　　　　　　　　

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一
連の処理の工程

(日本工業規格　Ａ列４番)

　６３０人

(第１面）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理
に関する計画を作成したので、提出します。

　伊藤ハム米久フーズ株式会社　豊橋工場

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　豊橋市藤並町字藤並７３番地

　2024年　４月　１日　～　2025年　３月３１日

　０９１２　肉加工品製造業

　製造品出荷額  22,886百万円／年

計 画 期 間

　　　豊橋市長　　殿

電話番号　０５３２－４５－１１８０

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

提出者

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

産業廃棄物処理計画書
2024年　5 月  6 日

住所　豊橋市藤並町字藤並７３番地

氏名　伊藤ハム米久フーズ株式会社 豊橋工場長  梶 暁彦

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

・排水処理汚泥：当社事業場内で脱水処理→中間処理業者に委託して肥料化

・動植物性残渣：中間処理業者に委託して肥料化

・廃プラスチック類

①中間処理業者に委託して、ＲＰＦ燃料等として再資源化

②中間処理業者に委託して焼却処分



（管理体制図）

産業廃棄物の種類

排 出 量

産業廃棄物の種類

排 出 量

①現状

【前年度（2023年度）実績】

【目標】

産業廃棄物の分別に関する事項

（これまでに実施した取組）

②計画 （今後実施する予定の取組）

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

排水処理汚泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

３６，１１５ｔ ４３３ｔ １,２２６ｔ

・エコアクション２１において、廃棄物の削減に関する環境目標を設定し、
環境改善活動を推進している。

排水処理汚泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

３６，１１５ｔ ４３３ｔ １,２２６ｔ

・引き続きエコアクション２１を推進する。
環境目標として、産業廃棄物について2021年度における排出生産原単位を基準値
とし、2023年度は１４％の削減目標を設定していたが、昨年度１９％の削減効果
をあげたため、今期は現状以上の改善活動を継続展開する。

・動物性残渣の飼料化の拡大に向けて取り組む。

・廃プラスチック類の分別については、各工程への細分別用ダストスタンドの設置、

品名による分別表示の整備、ごみ種類別の５色ごみ袋の採用等、細分別化に関す

る改善活動を継続している。

・廃プラスチック類において①分別順守状況のチェック、②分別手順書に基づく

従業員教育の再教育実施、③ダストスタンド設置状況の充実等の維持活動を

行なう。

産業廃棄物総括責任者
工場長

産業廃棄物処理責任者
管理部 部長

産業廃棄物管理者
《施設管理》

管理部ＥＳ課 課長

産業廃棄物施設管理者
《施設管理》
管理部ＥＳ課

産業廃棄物技術管理者
《脱水施設》

管理部ＥＳ課 課長

・廃プラの排出量抑制を目的とした取り組みとして、減容装置により廃プラに

付着した水分除去による減量化を行っている。

・動物性残渣の飼料化（有価）を行っている。



産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

②計画

①現状

自 ら 再 生 利 用 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度（2023年度）実績】

【目標】

（今後実施する予定の取組）

【目標】

自 ら 中 間 処 理 に よ り
減 量 す る 産 業 廃 棄物 の量②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

（今後実施する予定の取組）

自 ら 熱 回 収 を 行 っ た
産 業 廃 棄 物 の 量

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

（これまでに実施した取組）

自 ら 中 間 処 理 に よ り
減 量 し た 産 業 廃 棄物 の量

（第３面）

自ら再生利用を行った産
業 廃 棄 物 の 量

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

①現状

（これまでに実施した取組）

【前年度（2023年度）実績】

排 水 処 理 汚 泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

・特になし

排 水 処 理 汚 泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

排 水処 理 汚泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

３４，１３３ｔ

・排水処理汚泥については、自社での脱水機処理による中間処理を継続している。

排 水 処 理 汚 泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

３４，１３３ｔ

・排水処理汚泥の中間処理施設に使用する脱水機において、性能維持を図るため

計画的なメンテナンスを継続する。

・特になし



認定熱回収業者への処
理 委 託 量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委 託 量

①現状

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

【前年度（2023年度）実績】

（これまでに実施した取組）

再生利用業者への処理
委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行う産業廃棄物
の 量

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った産業廃棄
物 の 量

【前年度（2023年度）実績】

（今後実施する予定の取組）

【目標】

（これまでに実施した取組）

（第４面）

①現状

②計画

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

排 水 処 理 汚 泥 廃プラスチック類

廃プラスチック類

廃プラスチック類

動植物性 残渣

動植物性残渣

動植物性残渣排 水 処 理 汚 泥

排 水 処 理 汚 泥

・特になし

・特になし

１，９８２ｔ ４３３ｔ １,２２６ｔ

１，９８２ｔ

２４８ｔ

・廃棄物リサイクル化率の向上を目的に、排水処理汚泥の肥料化と廃プラスチック類の燃料化

による再生利用業者への処分委託転換を進めてきた。

３０５ｔ

１８５ｔ １,２２６ｔ

・動物性残渣の飼料化（有価）の拡大を図った。

・製造工程から排出される原料肉油脂の飼料化（有価）を新たに取り組んだ。



優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

認定熱回収業者以外の熱
回収を行う業者への処理
委 託 量

全 処 理 委 託 量

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

②計画

再生利用業者への処理
委 託 量

※事務処理欄

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類 排水処理汚泥 廃プラスチック類 動植物性残渣

１，９８２ｔ ４３３ｔ １,２２６ｔ

３０５ｔ

１，９８２ｔ １８５ｔ

２４８ｔ

１,２２６ｔ

・廃プラスチック類の燃料化による再生利用業者への処分委託転換への拡大を検討する。

・動物性残渣の飼料化の拡大を検討する。
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4
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（第６面）

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全

処理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及

び清掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理

業者への再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量

について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業

廃棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実

績、目標及び取組を記入すること。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記

入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合に

おける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時

点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が

終了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含

む。）を記入すること。

備考

※欄は記入しないこと。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に

「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付するこ

と。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別

紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。

また、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。





























住所　　　　愛知県豊橋市明海町１番地

氏名　　　　明海発電株式会社

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　　　　　代表取締役社長　井口　憲司

　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　０５３２－２５－６２８４

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

(日本産業規格　Ａ列４番)

・汚泥　　　　　　　→　最終処分委託し、埋立処分
（水処理工程）
・無機汚泥　　　　　→　脱水処理後、中間処理委託し、埋戻材

産業廃棄物処理計画書

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

愛知県豊橋市明海町１番地

３３　：　電気業

３８名

令和６年４月１日～令和７年３月３１日

④産業廃棄物の一
連の処理の工程

（発電工程）
・燃え殻・ばいじん　→　再生処理業者委託してｾﾒﾝﾄ原料へ再資源化

１４７MW（認可出力）

　　令和６年　5月　9日

　　　豊橋市長　　殿

　　　　　　　　　　→　脱水処理後、最終処分委託し、埋立処分

・廃油　　　　　　　→　再生処理業者委託して燃料へ資源化
・ｶﾞﾗｽ陶磁器くず、廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、木くず、がれき類、廃油、特管廃酸、廃酸

　水銀使用製品　→中間処理業者へ委託し、破砕又は焼却後埋立処分、再資源化

・金属くず　　　　　→　中間処理業者へ委託し、破砕後再資源化

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処理に
関する計画を作成したので、提出します。

明海発電株式会社　豊橋発電所

計 画 期 間

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

提出者

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

(第１面）



産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

産業廃棄物の種類

排 出 量 ｔ ｔ

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

特に無し。

　　　　　　　　   発電グループ　　　　（産業廃棄物処理委託管理者）

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ、金属くず、木くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器
くず、がれき類、乾電池、水銀使用製品は分別して保管している。

（管理体制図）

　　　　　　　　　　　発電所長　　　　 （産業廃棄物処理総括責任者）
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　 発電グループ　　　　（産業廃棄物処理施設技術管理者）
　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　 発電グループ　　　　（特別管理産業廃棄物管理者）

①現状

②計画

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和６年度）実績】「様式第二号の八別紙のとおり」

（これまでに実施した取組）

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

【目標】　　「様式第二号の八別紙のとおり」

（今後実施する予定の取組）

　　　　　　　　　　　　　↓



産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

（第３面）

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物の

量

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物の

量

①現状

ｔ

【目標】　　「－」

（今後実施する予定の取組）

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ

（これまでに実施した取組）

（今後実施する予定の取組）

ｔ

【目標】　　「様式第二号の八別紙のとおり」

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】　　「－」

ｔ ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ

①現状

②計画

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ

【前年度（令和５年度）実績】　　　「様式第二号の八別紙のとおり」

ｔ ｔ



ｔ ｔ

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

ｔ ｔ

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行う産業廃棄物
の 量

ｔ

ｔ

①現状

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った産業廃棄
物 の 量

（これまでに実施した取組）

産 業 廃 棄 物 の 種 類

ｔ

（これまでに実施した取組）

ｔ

優良認定処理業者へ
の 処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】　　　「様式第二号の八別紙のとおり」

（第４面）

①現状

②計画
ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

再生利用業者への処
理 委 託 量

ｔ

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和５年度）実績】　　「－」

【目標】　　「－」

ｔ

ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

（今後実施する予定の取組）



ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ

（今後実施する予定の取組）

（第５面）

②計画

再生利用業者への処理
委 託 量

※事務処理欄

【目標】　　「様式第二号の八別紙のとおり」

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

ｔ
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(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終

了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）

を記入すること。

備考

※欄は記入しないこと。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に

「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付するこ

と。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。ま

た、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

（第６面）

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処

理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者へ

の再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱

回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前

年度実績、目標及び取組を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、

目標及び取組を記入すること。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入

すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合にお

ける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時

点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。



様式第二号の八別紙

（単位：ｔ／年）

燃えがら・ばいじん 汚泥 廃油 廃プラスチック類
ガラスくず
コンクリートくず
及び陶磁器くず

木くず 水銀使用製品 金属くず 特別管理強酸 廃酸

石炭灰 脱水汚泥 タービン廃油等
ガラス・瓶等
触媒・砥石屑

パレット・
梱包用

蛍光灯 設備廃材 工業薬品 工業薬品

36,220.000 10,049.125 2.385 2.970 0.090 1.820 0.070 11.710 6.850 0.780 46,295.800

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

年 0.000 6,029.475 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6,029.475

度 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

の 36,220.000 4,019.650 2.385 2.970 0.090 1.820 0.070 11.710 6.850 0.780 40,266.325

実 9,220.000 4,019.650 2.385 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.850 0.780 13,249.665

績 36,220.000 1,760.000 2.385 1.860 0.000 1.820 0.070 11.710 6.850 0.000 38,004.695

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1,200.000 1,250.000 100.000 10.000 1.000 3.000 0.100 15.000 10.000 1.000 2,590.100

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

年 0.000 750.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 750.000

度 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

の 1,200.000 500.000 100.000 10.000 1.000 3.000 0.100 15.000 10.000 1.000 1,840.100

目 1,200.000 500.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 1.000 1,811.000

標 1,200.000 0.000 100.000 5.000 0.000 3.000 0.100 15.000 10.000 0.000 1,333.100

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

項目

産業廃棄物の種類
(名称）

合計

　令和５年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　　⑤全処理委託量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　　⑤全処理委託量

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

令和５年度の産業廃棄物発生量及び令和６年度の目標

　令和６年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量



住所　豊橋市関屋町198番地

氏名　株式会社　豊田組　代表取締役　豊田　裕
幹

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　　　　　　　　　　　　 電話番号　0532-52-8111

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一
連の処理の工程

(日本産業規格　Ａ列４番)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

15人

元請完成工事高：13億2500万円

令和6年　5月　15日

(第１面）

解体工事：コンクリートくず・がれき類は、再生処理業者に委託して、
　　　　　再生砕石として再資源化
　　　　　木くずは、再生処理業者に委託して、チップとして再資源化
　　　　　混合廃棄物は、中間処理業者に委託して、プラント内分別を行
い
　　　　　各再資源化
建設工事：コンクリートくず・がれき類は、再生処理業者に委託して、
　　　　　再生砕石として再資源化
　　　　　木くずは、再生処理業者に委託して、チップとして再資源化

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

豊橋市関屋町198番地　愛知県内各事業場

06：総合工事業

　　　豊橋市長　　殿

産業廃棄物処理計画書

株式会社　豊田組

計 画 期 間 令和6年4月1日～令和7年3月31日

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

提出者　　　〒440-0891

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地



産業廃棄物の種類 金属くず 廃プラスチック類

排 出 量 45.943ｔ 53.165ｔ

産業廃棄物の種類 金属くず 廃プラスチック類

排 出 量 40.000ｔ 45.000ｔ

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
全品目ただし、事業場の立地条件による。小規模工事でも
分別を行う。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
特になし。

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（令和5年度）実績】

（これまでに実施した取組）
納入業者に資材梱包材の簡素化を依頼する。

(第２面)

（管理体制図）

　　　　　　　廃棄物処理総括責任者
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　廃棄物管理担当者
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　工事管理責任者
　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　収集運搬委託業者・処分委託業者（下請会社）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）
引き続き納入業者に資材梱包材の簡素化を依頼する。
資材のプレカットを行い、廃棄物を減らす工夫をする。



産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

産 業 廃 棄 物 の 種 類

（第３面）

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物の

量

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物の

量

①現状

ｔ

【目標】

（今後実施する予定の取組）

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ

（これまでに実施した取組）

（今後実施する予定の取組）

ｔ

【目標】

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　　　年度）実績】

ｔ ｔ

ｔ

（これまでに実施した取組）

②計画

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

ｔ

①現状

②計画

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

ｔ

【前年度（　　　年度）実績】

ｔ ｔ



コンクリートがら アスコンがら

684.368ｔ 70.600ｔ

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

ｔ ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和5年度）実績】

再生利用業者への処
理 委 託 量

ｔ

ｔ

684.368ｔ

【目標】

70.600ｔ

ｔ
優良認定処理業者へ
の 処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

（これまでに実施した取組）

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った産業廃棄
物 の 量

（これまでに実施した取組）
・可能な限り再生利用業者への処理委託を行い、最終処分量の低減を
　図る。

産 業 廃 棄 物 の 種 類

（今後実施する予定の取組）

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行う産業廃棄物
の 量

ｔ

①現状

（第４面）

①現状

②計画
ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

ｔ

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　　　年度）実績】



その他がれき類 ガラス陶磁器くず

782.468ｔ 6.200ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

廃プラスチック類 金属くず

53.165ｔ 45.943ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

安定型混合廃棄物 建設汚泥

13.730ｔ 475.200ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

紙くず 木くず

10.890ｔ 53.895ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ

ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

（第４面別紙1）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

【前年度（令和5年度）実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

775.248ｔ 6.200ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

3.580ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

①現状

10.150ｔ

ｔ

10.890ｔ 53.895ｔ

ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ

47.165ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

475.200ｔ

45.943ｔ

全 処 理 委 託 量

ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ



管理型混合廃棄物 水銀使用製品

89.699ｔ 0.700ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

廃石綿

2.100ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（第４面別紙2）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

①現状

【前年度（令和5年度）実績】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

3.000ｔ ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

86.699ｔ ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ ｔ

ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ ｔ



コンクリートがら アスコンがら

170.000ｔ 30.000ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

30.000ｔ

（今後実施する予定の取組）
・仕事の受注内容により廃棄物量が大きく増減するが、今後も継続して可能な限り
再生利用業者への処理委託を行う。

（第５面）

②計画

再生利用業者への処理
委 託 量

※事務処理欄

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

170.000ｔ



その他がれき類 ガラス陶磁器くず

150.000ｔ 5.000ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

廃プラスチック類 金属くず

45.000ｔ 40.000ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

安定型混合廃棄物 建設汚泥

10.000ｔ 200.000ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

紙くず 木くず

7.000ｔ 50.000ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（第５面別紙1）

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

※事務処理欄

50.000ｔ

②計画

5.000ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

再生利用業者への処理
委 託 量

10.000ｔ 200.000ｔ

150.000ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

45.000ｔ 40.000ｔ

7.000ｔ

全 処 理 委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量



管理型混合廃棄物 水銀使用製品

50.000ｔ 0.200ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

廃石綿

1.000ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

ｔ ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

再生利用業者への処理
委 託 量

50.000ｔ ｔ

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ

（第５面別紙2）

②計画

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

ｔ

※事務処理欄

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

再生利用業者への処理
委 託 量

ｔ



1

2

3

4

5

6

7

（第６面）

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処

理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者へ

の再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱

回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前

年度実績、目標及び取組を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、

目標及び取組を記入すること。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入

すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合にお

ける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時

点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終

了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）

を記入すること。

備考

※欄は記入しないこと。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に

「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付するこ

と。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。ま

た、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。



様式第二号の八別紙

（単位：ｔ／年）

684.368 70.600 782.468 6.200 53.165 45.943 13.730 475.200 10.890 53.895 89.699 0.700 2.100 2288.958

3.580 3.000 6.58

684.368 70.600 775.248 6.200 47.165 45.943 10.150 475.200 10.890 53.895 86.699 2266.36

170.000 30.000 150.000 5.000 45.000 40.000 10.000 200.000 7.000 50.000 50.000 0.200 1.000 758.20

170.000 30.000 150.000 5.000 45.000 40.000 10.000 200.000 7.000 50.000 50.000 0.200 1.000 758.20

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

項目
紙くず 木くず 管理型混合廃棄物 水銀使用製品建設汚泥

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

安定型混合廃棄物

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　　⑤全処理委託量

金属くず

令和５年度の産業廃棄物発生量及び令和６年度の目標

合計

　令和５年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量

令

和

５

年

度

の

実

績

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

　　　　⑤全処理委託量

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量

廃石綿

令

和

６

年

度

の

目

標

コンクリートがら アスコンがら その他がれき類 ガラス陶磁器くず

産業廃棄物の種類
(名称） 廃プラスチック類

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　令和６年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量



住所　　　豊橋市駅前大通１丁目５５

氏名　　　サーラｅパワー株式会社

　　　　　代表取締役　　藤田　尚弘

　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　　0532-34-2722

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の一
連の処理の工程

(日本産業規格　Ａ列４番)

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

提出者

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

(第１面）

別紙　処理工程を参照下さい

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　　　　　　 豊橋市新西浜町２－１０

             33:    電気業

　　　豊橋市長　　殿

産業廃棄物処理計画書

　サーラｅパワー㈱　東三河バイオマス発電所

計 画 期 間

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その処
理に関する計画を作成したので、提出します。

    　　　 　19名

　　　　　 　　電力販売高　　38.3　億円

　　令和　６年　５月　２０日

             令和６年４月１日～令和７年３月３１日



産業廃棄物の種類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

排 出 量 2481ｔ 1637ｔ 27ｔ 2ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 27ｔ 44ｔ

産業廃棄物の種類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

排 出 量 2800ｔ 2000t 35t 2ｔ 1ｔ 1ｔ 0ｔ 27ｔ 50ｔ

(第２面)

（管理体制図）
統括管理部長　　　（産業廃棄物　処理総括責任者）
｜
管理マネージャー　（産業廃棄物　管理　保管責任者）
｜
プラント運営チームリーダー　（産業廃棄物　業務担当責任者）
｜
保全員　　　　　　　　　　　（産業廃棄物　業務担当）

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

産業廃棄物の分別に関する事項

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）
・燃え殻の農業利用の検討継続
・有機汚泥の農業利用(肥料　土壌改良材）の検討を行う。

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・燃え殻　・ばいじんは専用の　保管ヤードにて保管。
・廃プラ・金属くず・ガレキ類は専用のコンテナにて保管　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
汚泥は排水処理設備の専用ヤードにてコンテナ保管。
・木くずは専用のコンテナにて保管

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・特になし。

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（　　令和５年度）実績】

（これまでに実施した取組）
・燃え殻　は建設資材利用　及び　農業利用のための分析を実施
・燃え殻　果樹園（浜松市）の有機肥料と配合し散布する試験研究用へ有価で売却（3年間検証予定、2年目）



産 業 廃 棄 物 の 種 類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

産 業 廃 棄 物 の 種 類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

産 業 廃 棄 物 の 種 類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

産 業 廃 棄 物 の 種 類 もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

0ｔ

①現状

②計画

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量

0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前年度（　　令和５年度）実績】

0ｔ 0ｔ

0ｔ

（これまでに実施した取組）
・特に実施していない。

②計画

0ｔ 0ｔ

【前年度（　　令和５年度）実績】

0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）
・特に実施していない。

（今後実施する予定の取組）
・特に実施していない。

0ｔ

【目標】

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

0ｔ

（第３面）

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物
の 量

自ら再生利用を行っ
た 産 業 廃 棄 物 の 量

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物
の 量

①現状

0ｔ

【目標】

（今後実施する予定の取組）
・令和6年度に　燃え殻の農業利用のため破砕処理に関わる設備の設置を検討を継続する。

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ



もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

2481ｔ 1637t 27 t 　2ｔ 0ｔ 0ｔ 0 t 27 t 44 t

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ 0ｔ

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ

1553ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

1606t 27 t 　2ｔ 　0ｔ 　0ｔ

【目標】

0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ 0ｔ

（これまでに実施した取組）
・もえがらを農業利用に関し含有分析を行い、果樹園へ散布の計画をたて有機肥料と配合し散布を行った。

44 t

2259ｔ 44 t

産 業 廃 棄 物 の 種 類

（今後実施する予定の取組）
・実施する予定はない。

0ｔ

0ｔ

（これまでに実施した取組）
・実施していない

産 業 廃 棄 物 の 種 類

2434ｔ

（第４面）

①現状

②計画
0ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（　　令和５年度）実績】

【前年度（　　令和５年度）実績】

全 処 理 委 託 量

0ｔ

①現状

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った産業廃棄
物 の 量

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行う産業廃棄物
の 量

優良認定処理業者へ
の 処 理 委 託 量

再生利用業者への処
理 委 託 量

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

0 t

0ｔ

0ｔ

0ｔ

0ｔ 0ｔ

0ｔ

27 t

27 t

0ｔ



もえがら ばいじん 汚泥 廃プラ
ガラス

陶磁器くず 金属くず 廃アルカリ 木くず 廃油

2800ｔ 2000ｔ 35 t 2ｔ 1ｔ 1 t 0 t 27 t 50 t

優良認定処理業者へ
の 処 理 委 託 量

2500ｔ 1900ｔ 30 t 　2ｔ 1ｔ 1ｔ 0ｔ 27ｔ 50ｔ

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ 0ｔ

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

0ｔ 0ｔ 0ｔ

（第５面）

②計画

再生利用業者への処
理 委 託 量

1900ｔ 0ｔ

※事務処理欄

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量

0ｔ

（今後実施する予定の取組）
・セメント資源化以外の再生利用（建設資材）を検討する
・もえがらの農業利用（肥料）を検討する

2800ｔ

0ｔ 0ｔ

1ｔ 1ｔ

0ｔ 0ｔ

50ｔ0ｔ

0ｔ

27ｔ

0ｔ



1

2

3

4

5

6

7 ※欄は記入しないこと。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に

「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付するこ

と。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。ま

た、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。

（第６面）

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処

理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者へ

の再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱

回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前

年度実績、目標及び取組を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、

目標及び取組を記入すること。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入

すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合にお

ける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時

点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終

了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）

を記入すること。

備考



産業廃棄物処理工程

ＰＫＳ 専用の保管ヤード

ボイラーにて燃焼後 　燃え殻 最終処分業者に委託して　埋立処分

未利用材
　ばいじん 最終処分業者に委託して　埋立処分

中間処理業者に委託して　分級後
セメント原料として再資源化

排水 汚泥 無機性汚泥 最終処分業者に委託して　埋立処分

有機汚泥 中間処理業者に委託して　脱水後　焼却

廃プラスティック 中間処理業者に委託して　圧縮梱包後　再資源化

金属くず 中間処理業者に委託して　圧縮梱包後　再資源化

ガラス　陶磁器くず 中間処理業者に委託して　破砕後　埋立処分

廃アルカリ 中間処理施設にて中和

輸入梱包材 木くず 中間処理施設にて焼却

廃油 中間処理施設にて油水分離

排水処理設備で脱水後



　

住所　　豊橋市花田町字斉藤1番地

氏名　　イチビキ株式会社　第三工場

　　　　第三工場長　中谷善博

　　　　　　　　　　　　　 電話番号　　0532-31-1341　

① 事 業 の 種 類

② 事 業 の 規 模

③ 従 業 員 数

④産業廃棄物の
一連の処理の工

程

(日本工業規格　Ａ列４番)

　　食料品製造業

　　前年度製品出荷額　　　56億円

計 画 期 間

　　　豊橋市長　　殿

　　　　　　　57人

　
製造工程
・圧搾工程　→　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ（ろ布）
・製成工程　→　セﾗｲﾄ粕
・包装工程　→　廃酸（しょう油）・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
・廃水処理　→　汚泥　　　　→　　　脱水

(第１面）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第９項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他その
処理に関する計画を作成したので、提出します。

　　イチビキ株式会社　第三工場

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

　　豊橋市花田町字斉藤1番地

　　令和５年４月１日から令和６年３月３１日

様式第二号の八(第八条の四の五関係)

提出者

事 業 場 の 名 称

事 業 場 の 所 在 地

産業廃棄物処理計画書
令和　6年 5月 21日

委託処理



（管理体制図）

     （工場長)

     (工務課)

     (製造課・工務課)

産業廃棄物の種類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

排 出 量 3981ｔ 31ｔ

産業廃棄物の種類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

排 出 量 3920ｔ 30ｔ

　　　　

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

①現状

【前年度（　Ｒ5年度）実績】

（これまでに実施した取組）
・汚泥（ｾﾗｲﾄ粕）
濾過前の液を清澄にし、ろ剤使用量を削減する（諸味の品質向上）

②計画

【目標】

（今後実施する予定の取組）
・引き続き現在の取り組みを実施する

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

（分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・製造工程より発生する汚泥・廃酸などの廃棄物はすべて分別されてい
る。

②計画

（今後分別する予定の産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）
・現在実施している分別を維持していく。

(第２面)

産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

廃棄物担当

廃棄物管理担当者

廃棄物総括責任者



ｖ

産 業 廃 棄 物 の 種 類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

産 業 廃 棄 物 の 種 類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

産 業 廃 棄 物 の 種 類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

産 業 廃 棄 物 の 種 類
汚泥（セライト粕・排水・残
さ）廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

①現状 ０ｔ

（これまでに実施した取組）
・汚泥（排水）
排水処理における余剰汚泥の脱水
・廃酸(しょうゆ)
廃水処理場での処理

０ｔ ０ｔ

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

０ｔ ０ｔ

０ｔ ０ｔ

自ら熱回収を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

【前年度（　Ｒ5年度）実績】

（これまでに実施した取組）
・特になし

【目標】

（今後実施する予定の取組）
・特になし

（第３面）

自ら中間処理により
減量した産業廃棄物の

量

自ら再生利用を行った
産 業 廃 棄 物 の 量

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物の

量

０ｔ

3550ｔ ０ｔ

【前年度（　Ｒ5年度）実績】

①現状

②計画

②計画

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

【目標】

（今後実施する予定の取組）
・引き続き現在の取り組みを実施する

０ｔ

3487ｔ

自 ら 熱 回 収 を 行 う
産 業 廃 棄 物 の 量



汚泥（セライト粕・排水・残
さ）　廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

汚泥（セライト粕・排水・残
さ）　廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

汚泥（セライト粕・排水・残
さ）　廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

494ｔ 31ｔ

認定熱回収業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外
の熱回収を行う業者
へ の 処 理 委 託 量

ｔ ｔ

（第４面）

①現状

②計画
０ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

【前年度（　Ｒ5年度）実績】

０ｔ

産 業 廃 棄 物 の 種 類

ｔ

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行う産業廃棄物
の 量

（これまでに実施した取組）
・自社での処分なし

（今後実施する予定の取組）
・予定なし

産 業 廃 棄 物 の 種 類

ｔ

全 処 理 委 託 量

自ら埋立処分又は海洋投
入処分を行った産業廃棄
物 の 量

０ｔ

優良認定処理業者へ
の 処 理 委 託 量

【目標】

0ｔ

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

494ｔ

（これまでに実施した取組）
・汚泥のすべてを堆肥化処分として委託。

【前年度（　Ｒ5年度）実績】

０ｔ

①現状

再生利用業者への処
理 委 託 量



汚泥（セライト粕・排水・残さ）
廃酸（しょう油） 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

480ｔ 30ｔ

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

ｔ ｔ

認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

ｔ ｔ

480ｔ 0ｔ

（今後実施する予定の取組）
・汚泥すべての堆肥化処分を継続、充填工程における包装容器等の不良率の減少を
図る。

（第５面）

②計画

再生利用業者への処理
委 託 量

※事務処理欄

【目標】

産 業 廃 棄 物 の 種 類

全 処 理 委 託 量



1

2

3

4

5

6

7

（第６面）

「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処

理委託量を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清

掃に関する法律施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量、処理業者へ

の再生利用委託量、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15

条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量及び認定熱

回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量について、前

年度実績、目標及び取組を記入すること。

「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごと

に、自ら中間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃

棄物の量と、自ら中間処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、

目標及び取組を記入すること。

前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに１枚作成すること。

当該年度の6月30日までに提出すること。

「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入

すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績）、建設業の場合にお

ける元請完成工事高（前年度実績）、医療機関の場合における病床数（前年度末時

点）等の業種に応じ事業規模が分かるような前年度の実績を記入すること。
(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終

了するまでの一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む。）

を記入すること。

備考

※欄は記入しないこと。

それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に

「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付するこ

と。また、産業廃棄物の種類が３以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙

のとおり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。ま

た、それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、「―」を記入すること。



様式第二号の八別紙

（単位：ｔ／年）

汚泥 汚泥 汚泥 廃酸 廃プラスチック類 廃プラスチック類

セライト粕 排水 残さ しょうゆ ろ布

143 3655 35 148 28 3 4012

0

5 0

年 3339 148 3487

度 0

の 143 316 35 28 3 525

実 0

績 143 316 35 494

0

0

140 3600 30 150 27 3 3950

0

6 0

年 3400 150 3550

度 0

の 140 310 30 27 3 510

目 0

標 140 310 30 480

0

0

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

6年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　　⑤全処理委託量

　　　②自ら熱回収を行った量（ｔ/年）

　　　③自ら中間処理により減量した量

　　　④自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量

　　　　⑤全処理委託量

　　⑥優良認定処理業者への処理委託量

　　⑦再利用業者への処理委託量

　　⑧認定熱回収業者への処理委託量

　　⑨認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量

令和5年度の産業廃棄物発生量及び令和6年度の目標

項目

産業廃棄物の種類
(名称） 合計

5年度の産業廃棄物発生量

　　　①自ら再生利用した量



項目

全 処 理 委 託 量

(日本工業規格　Ａ列４番)

　　　住所　豊橋市西幸町字東脇211番地の1

　　　氏名　株式会社 カイテック 代表取締役 大羽 芳樹

　　　(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

　　　電話番号　0532-46-8196

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

令和6年5月30日

豊橋市長　殿

　　  提出者

事 業 の 種 類 06：総合工事業

産業廃棄物処理計画に
お け る 計 画 期 間

令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日

自ら埋立処分又は海
洋投入処分を行う産
業 廃 棄 物 の 量

事 業 場 の 名 称 株式会社 カイテック

事 業 場 の 所 在 地 豊橋市西幸町字東脇211番地の1

目標値

産業廃棄物処理計画における目標値

項目

排 出 量

優良認定処理業者への
処 理 委 託 量

2,377.1t

0t
認定熱回収業者以外の
熱回収を行う業者への
処 理 委 託 量

認定熱回収業者への処
理 委 託 量

目標値

2,377.1t

2,227.1t
再 生 利 用 業 者 へ の
処 理 委 託 量

0t

※事務処理欄

15.0t

自ら熱回収を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0t

様式第二号の九(第八条の四の六関係)
(第１面)

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、令和4年度の産業廃棄物処理計画
の実施状況を報告します。

自ら中間処理により
減量する産業廃棄物
の 量

0t 0t

自ら再生利用を行う
産 業 廃 棄 物 の 量

0t



0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

0t

93.7t

0t

自ら中間処理により減量した
量

0t

自ら中間処理した量

自ら中間処理した後再生利用
した量

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

0t

0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

④のうち熱回収を行った量

93.7t

93.7t

0t

実績値

93.7t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

93.7t93.7t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：廃プラスチック類　　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

24.2t24.2t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：紙くず　 　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

0t

24.2t

0t

24.2t

0t

実績値

0t

自ら中間処理した量

24.2t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

0t

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

24.2t

0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

24.2t

24.2t

自ら中間処理した後再生利用
した量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

自ら中間処理により減量した
量

④のうち熱回収を行った量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

954.1t

954.1t

0t

自ら中間処理により減量した
量

0t

自ら中間処理した量

自ら中間処理した後再生利用
した量

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

954.1t

0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

④のうち熱回収を行った量

954.1t

954.1t

0t

実績値

954.1t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

875.9t875.9t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：木くず　 　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

15.2t15.2t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：繊維くず　 　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

0t

15.2t

0t

15.2t

0t

実績値

0t

自ら中間処理した量

15.2t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

0t

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

15.2t

0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

15.2t

15.2t

自ら中間処理した後再生利用
した量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

自ら中間処理により減量した
量

④のうち熱回収を行った量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

299.7t

299.7t

0t

自ら中間処理により減量した
量

0t

自ら中間処理した量

自ら中間処理した後再生利用
した量

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

299.7t

0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

④のうち熱回収を行った量

299.7t

299.7t

0t

実績値

299.7t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

196.8t196.8t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：金属くず　　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

57.7t57.7t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：ガラスくず及び陶磁器くず　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

0t

57.7t

0t

57.7t

0t

実績値

0t

自ら中間処理した量

57.7t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

0t

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

0t

0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

0t

57.7t

自ら中間処理した後再生利用
した量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

自ら中間処理により減量した
量

④のうち熱回収を行った量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況 　（産業廃棄物の種類：ガラスくず及び陶磁器くず（石膏ボード）　　　　）

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

0t 0t

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投

入処分した量

48.0t 0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

48.0t
項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

（
第

２
面

）

①排出量 48.0t 48.0t 48.0t 0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0t
⑩のうち熱回収認定業者への

処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0t ④のうち熱回収を行った量
自ら中間処理により減量した

量
直接及び自ら中間処理した後

の処理委託量

0t

⑦自ら中間処理により減量した量 0t 0t 0t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

0t

48.0t
⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量
⑩全処理委託量 48.0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量 48.0t 0t

⑫再生利用業者への処理委託量 48.0t

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t 48.0t

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況

自ら中間処理した後の残さ量

1,958.4t1,958.4t

項目

①排出量

　（産業廃棄物の種類：がれき類（コンクリート塊）　　　　　　）

有償物量

排出量

自ら直接再生利用した量

0t

3,733.9t

0t

3,733.9t

0t

実績値

0t

自ら中間処理した量

3,733.9t

0t

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

⑩全処理委託量

0t

⑪優良認定処理業者への処理委託量

0t

0t

直接及び自ら中間処理した後
の処理委託量

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

②＋⑧自ら再生利用を行った量

不要物等発生量

0t

自ら直接埋立処分又は海洋投
入処分した量

0t

0t

（
第

２
面

）

⑩のうち熱回収認定業者への
処理委託量

0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量

0t
⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

3,733.9t

0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

3,733.9t

3,733.9t

自ら中間処理した後再生利用
した量

0t

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

自ら中間処理により減量した
量

④のうち熱回収を行った量

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況 　（産業廃棄物の種類：がれき類（アスファルト塊）　　　　　　）

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

0t 0t

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投

入処分した量

110.9t 0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

110.9t
項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

（
第

２
面

）

①排出量 110.9t 11.8t 11.8t 0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0t
⑩のうち熱回収認定業者への

処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0t ④のうち熱回収を行った量
自ら中間処理により減量した

量
直接及び自ら中間処理した後

の処理委託量

0t

⑦自ら中間処理により減量した量 0t 0t 0t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

0t

110.9t
⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量
⑩全処理委託量 110.9t

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0t 0t

⑫再生利用業者への処理委託量 110.9t

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t 0t

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



計画の実施状況 　（産業廃棄物の種類：がれき類　　　　　　）

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

0t 0t

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投

入処分した量

353.6t 0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

4.4t
項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

（
第

２
面

）

①排出量 353.6t 344.0t 344.0t 0t

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0t
⑩のうち熱回収認定業者への

処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0t ④のうち熱回収を行った量
自ら中間処理により減量した

量
直接及び自ら中間処理した後

の処理委託量

0t

⑦自ら中間処理により減量した量 0t 0t 0t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

0t

353.6t
⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量
⑩全処理委託量 353.6t

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0t 0t

⑫再生利用業者への処理委託量 4.4t

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t 0t

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



⑫再生利用業者への処理委託量 0t

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t 0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量
⑩全処理委託量 50.2t

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0t 0t

0t 0t 0t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

0t

50.2t

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0t
⑩のうち熱回収認定業者への

処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0t ④のうち熱回収を行った量
自ら中間処理により減量した

量
直接及び自ら中間処理した後

の処理委託量

0t

⑦自ら中間処理により減量した量

項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

（
第

２
面

）

①排出量 50.2t 0t 0t 0t

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投

入処分した量

50.2t 0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

0t

計画の実施状況 　（産業廃棄物の種類：石綿含有廃棄物　　　　　　）

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

0t 0t

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



⑫再生利用業者への処理委託量 0.1t

⑩のうち優良認定処理業者へ
の処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量 0t

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行
う業者への処理委託量

0t 0t

⑩のうち熱回収認定業者以外
の熱回収を行う業者への処理

委託量
⑩全処理委託量 0.1t

⑪優良認定処理業者への処理委託量 0t 0t

0t 0t 0t

③＋⑨自ら埋立処分又は海洋投入処
分を行った量

0t

0.1t

②＋⑧自ら再生利用を行った量 0t
⑩のうち熱回収認定業者への

処理委託量

⑤自ら熱回収を行った量 0t ④のうち熱回収を行った量
自ら中間処理により減量した

量
直接及び自ら中間処理した後

の処理委託量

0t

⑦自ら中間処理により減量した量

項目 実績値 自ら中間処理した量 自ら中間処理した後の残さ量

（
第

２
面

）

①排出量 0.1t 0t 0t 0t

排出量
自ら直接埋立処分又は海洋投

入処分した量

0.1t 0t

⑩のうち再生利用業者への処
理委託量

自ら中間処理した後自ら埋立
処分又は海洋投入処分した量

0.1t

計画の実施状況 　（産業廃棄物の種類：混合物（水銀使用製品）　　　　　　）

有償物量

不要物等発生量

自ら直接再生利用した量
自ら中間処理した後再生利用

した量

0t 0t

①

②

③

⑤ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

④ ⑥

⑧

⑨



1

2

3

4

5

6

7

（第３面）

※欄は記入しないこと。

(14) ⑭欄　(10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業

者への焼却処理委託量

(6) ⑥欄　自ら中間処理をした後の量

(7) ⑦欄　(4)の量から(6)の量を差し引いた量

(8) ⑧欄　(6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量

(9) ⑨欄　(6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量

(13) ⑬欄　(10)の量のうち、認定熱回収施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する

法律第15条の３の３第１項の認定を受けた者）である処理業者への焼却処理委託量

(12) ⑫欄　(10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量

翌年度の６月30日までに提出すること。

第２面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績

値を記入すること。
産業廃棄物の種類が２以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第２面の例により
産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付するこ
と。

(11) ⑪欄　(10)の量のうち、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律

施行令第６条の11第２号に該当する者）への処理委託量

(4) ④欄　(1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量

(5) ⑤欄　(4)の量のうち、熱回収を行った量

(3) ③欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量

(10) ⑩欄　中間処理及び最終処分を委託した量

備考

第２面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①～⑭の欄のそれぞれに、(1)か

ら(14)に掲げる量を記入すること。

(2) ②欄　(1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量

「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画

に記載した目標値を記入すること。

(1) ①欄　当該事業場において生じた産業廃棄物の量


